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【手続補正書】
【提出日】令和3年6月10日(2021.6.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　ところで、シールドシェルに相当する金属製の第１導体に対してシールドシェルカバー
に相当する金属製の第２導体を固定する手段として、第２導体に延出して形成された延出
片を第１導体の外周面に巻き付けるように圧着することにより、第１導体に係止用爪を形
成したり、第２導体に係止孔を形成したりするなど外導体の構造を複雑にせずに、第１導
体に対して第２導体を固定することができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　このような構成によると、複数のバレルを圧着する際に、複数のバレルの先端部を１つ
の窪み部に一括して進入させることができるから、例えば、複数のバレルの先端部が個別
に進入可能な窪み部を複数形成する場合に比べて、接続部、ひいては第１導体の形状が複
雑になることを抑制することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　このような構成によると、端子収容部材に凹み部を形成することにより、端子を収容す
る部分を構成する壁部の板厚が薄くなることを抑制することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
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【図１】実施形態１に係るコネクタの斜視図
【図２】コネクタの正面図
【図３】図２のＡ－Ａ線断面図
【図４】コネクタの分解斜視図
【図５】ロア部材と内導体とアッパ部材とを組み付ける前の状態を示す斜視図
【図６】第１外導体に端子収容部材を組み付ける前の状態を示す斜視図
【図７】筒状部に端子収容部材が収容された状態を示す斜視図
【図８】筒状部に端子収容部材が収容された状態を示す平面図
【図９】図８のＢ－Ｂ線断面図
【図１０】図８のＣ－Ｃ線断面図
【図１１】第１外導体に第２外導体を組み付ける前の状態を示す斜視図
【図１２】固定バレルが過剰に変形した端子モジュールの斜視図
【図１３】固定バレルが過剰に変形した端子モジュールの平面図
【図１４】図１３のＤ－Ｄ線断面図
【図１５】固定バレルが正規の圧着位置に配された端子モジュールの斜視図
【図１６】固定バレルが正規の圧着位置に配された端子モジュールの平面図
【図１７】図１６のＥ－Ｅ線断面図
【図１８】アッパ部材の正面図
【図１９】第１外導体の平面図
【図２０】図１９のＦ－Ｆ線断面図
【図２１】第２外導体の斜視図
【図２２】第２外導体の側面図
【図２３】実施形態２に係る筒状部に端子収容部材が収容された状態を示す平面図
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　嵌合突部１６７と嵌合溝部１６９とは、一対の固定バレル１６２の先端部１６２Ａが筒
状部５２に対して過剰に屈曲変形され、先端部１６２Ａがスプリングバックによって窪み
部５７の傾斜面５７Ｗ上から浮き上がって正規の圧着位置に配置された際に嵌合するよう
になっている。
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